
 

 

 

 

 

 

独立行政法人家畜改良センターの 

平成 26 年度に係る業務の実績に関する評価書 

 

 

         農林水産省 



 

                    独立行政法人家畜改良センターの平成 26 年度に係る業務実績に関する評価の概要  

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人家畜改良センター 

評価対象事業 

年度 

年度評価 平成２６年度（第３期） 

中期目標期間 平成２３～２７年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 農林水産大臣 

 法人所管部局 生産局畜産部 担当課、責任者 畜産振興課長 小林 博行 

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 評価改善課長 上田  弘 

 

３．評価の実施に関する事項 

 

・平成２７年６月２９日（月）に農林水産省独立行政法人評価有識者会議家畜改良センター部会を開催し、同部会に所属する４名の有識者委員に対して平成２６年

度の業務実績及び法人による自己評価等について質疑を行うとともに、各有識者から平成２６年度の業務実績評価の実施に際して留意すべき事項について意見を聴

取した。 

 

・同部会の開催に際しては、理事長、監事、常勤理事及び幹部職員の出席を求め平成２６年度の業務実績の内容、計画（目標）の達成状況と自己評価の内容等につ

いてヒアリングを実施した。 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

 

・特になし。 
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独立行政法人家畜改良センターの平成 26 年度に係る業務の実績に関する評価の総合評定 

  

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 
Ｂ：全体としておおむね中期計画等における所期の目標を達成していると認められる。 

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

    Ａ Ａ Ａ Ｂ 
 

評定に至った理由 １ 項目別評価について 

（１）家畜改良センター（以下「センター」という。）業務実績の評価項目は、各業務の内容と中期計画における位置づけ基づき、微項目、細項目、小項目、中項目、大項目の

順で設定されており、その設定と評定結果の分布状況は別紙のとおりである 

（２）なお、大項目や中項目など基本的に下位の評価項目が設定されている評価項目については、参考資料として添付した独立行政法人家畜改良センターの業務実績の評定方法

（平成 27 年６月 10 日、27 生畜第 381 号、以下「評定方法」という。）に基づき、原則として下位の評価項目の評定結果を積み上げて評定を行うこととしている。 

 

２ 総合評定について 

（１）センターの総合評価は、評定方法に基づき評価対象とした大項目の評定結果をＳ:４点、Ａ：３点、Ｂ：２点、Ｃ：１点、Ｄ：０の区分により点数化した上で算出する「総

合評定の基礎」を基本に行うこととしている。 

（２）平成 26 年度の業務実績の総合評定ついては、以下の点を踏まえ「Ｂ」評定とした。 

① 評定方法に基づき算出した総合評定の基礎が下記のとおり、Ｂ評定の判定基準内（満点×８／１０≦合計点＜１２／１０）となったこと。 

 ・満 点・・・・・・１０点（評価対象とした大項目 ５×２点） 

  ・合計点・・・・・・１０点（別記参照） 

・合計点／満点・・・１０／１０ 

 

 ＜別記：各大項目の評定結果と合計点＞ 

◎ 業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２点(Ｂ評定) 

◎ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置・・・・ ２点(Ｂ評定) 

◎ 予算、収支計画及び資金計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２点(Ｂ評定） 

◎ 重要な財産処分に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２点(Ｂ評定) 

◎ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２点(Ｂ評定) 

                                           合 計 点  １０点   

 

②  全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項としてセンター本所における豚流行性下痢（以下「ＰＥＤ」という。）の発生、試験研究物品に係る不適正な経理処理が確認さ

れたものの、２に示すとおり、全体の評価を見直すまでには至らないと判断した。 

 

 ※：平成２５年度までの評価にあっては、農林水産省独立行政法人評価委員会の評価結果であり、Ａ評定が標準。平成２６年度の評価にあっては、主務大臣の評価結果であり、

Ｂ評定が標準。 

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 １ 全体の評価について 

（１）評価の対象とした 217 個の評価項目のうち 208 個の項目がＢ評定以上と判定されることから法人としては、中期計画や年度計画で定めた業務目標を達成しているものと認 

められる。 

（２）特に考慮すべき事項とした「センター本所におけるＰＥＤの発生」及び「試験研究物品に係る不適正な経理処理」についても、以下に示すとおり法人全体の評価を見直す 

  までには至らないと判断された。 
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① センター本所におけるＰＥＤの発生 

ＰＥＤの侵入を完全に阻止することは非常に難しい上、適切な防疫措置により他の農場のみならず隣接する豚舎への侵入を防止に成功し、豚の改良業務にも特に支障が 

生じなかったこと。 

②  試験研究物品に係る不適正な経理処理 

平成 26 年度中に確認された不適正な経理処理が確認された取引金額は、過去の取引分を含めて 6.1 百万円とセンターの支出規模（平成 26 年度決算額で 9,160 百万円） 

   に比して非常に小さい上、関与した職員数も転出者や退職者を含めて 11 名とセンターの常勤職員（757 名,平成 27 年４月１日現在）の２％に満たないこと。 

 

２ 重要な項目別評定について 

 （１）防疫措置の徹底に関連する６個の評価項目（小項目２、細項目２、微項目１、詳細は別紙参照）については、法人の自己評価と同じく「Ｃ」評定とした。 

 （２）経理の適正化に関連する３個の評価項目（中項目１、小項目１、細項目１、詳細は別紙参照）については、法人の自己評価では「Ｂ」評定としていたが、試験研究物品

に係る不適正な経理処理を踏まえ「C」評定とした。 

（３）泌乳能力に優れる改良用雌牛の生産（細項目）及び肉用鶏の増体性改良（細項目）については、法人の自己評価では「Ｂ」評定であったが、合理的に設定された定量的

目標の１２０％を上回る成果が確認されたことから「Ａ」評定とした。 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

１ センター本所における PED の発生 

平成 26 年４月６日から 14 日にかけて、センター本所の分娩豚舎内においてＰＥＤが発生、最終的に 42 頭の豚が発症した。また、同豚舎内で飼育していた 63 頭の豚につい 

ては、未発症の個体や症状が回復した個体を含め全頭とう汰した。 

 

２ 試験研究物品に係る不適正な経理処理 

国立研究開発法人等で試験研究用物品の購入等に係る不適正な経理処理が問題となっていることを踏まえ、平成 26 年８月下旬よりセンターにおいても同様な事案の有無に 

ついて調査を開始したところ、会計規定上、原則として認められていないプリペイド方式（※）による試験研究用物品(ＤＮＡ合成製品)の購入契約が確認された。 

 ※：試験研究に係る物品の購入や解析業務の取引にあたり、試験研究担当職員があらかじめ業者に口座登録し、必要とする物品等に係る代金を取引業者に前払いしておき、当

該職員が必要な時に取引業者に連絡すると、後日納品等が行われる方式。 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

・ＰＥＤの発生を教訓にして、防疫体制の一層の強化を図ることが必要。 

・試験研究物品に係る不適正な経理処理事案を踏まえ、調査研究部門の職員を含めて相互けん制が十分に発揮できるシステムの構築が必要 

その他改善事項  特になし 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

 特になし 

 

 

４．その他事項 

監事等からの意見  特になし 

その他特記事項 ○有識者会議における主要意見 

・ＰＥＤに限らず伝染病を他の牧場や豚舎に拡散させず発生豚舎に局限したことは、獣医学上評価すべきことであり「Ｃ」評定とする場合でもこの点を意見として補足すべき。 

 ・試験研究物品に係る不適正な経理処理事案についてセンターは、理事長の事前承認を得たならば「プリペイド方式」による支払いも可能であると説明しているが、センター 

自身が作成公表した中間報告書では「プリペイド方式は全面的に廃止する。」と記述しており、説明内容と矛盾する。 

・センターは、数値目標が設定されている項目の全てを「Ｂ」と自己評価しているが、総務省が定めた新しい評定指針では、目標値に対する達成度合いが 120％以上の項目は 

「Ａ」とすることとなっている。目標値の設定水準が適切であり、かつ、過去３カ年度の実績評価と矛盾が生じない評価項目のうち 120％以上の達成度合いが確認されたもの

は「Ａ」への格上げを検討とすべき。 

 



総合評定別紙

　　項　　目　　名
大
(◎)

中
(○)

小
(◇)

細
(□)

微
(△)

備　　　　考

◎
第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するために
とるべき措置

B

○ １  業務対象の重点化 6/6 B
◇ （１）　家畜の改良増殖業務の重点化 B
□  ア　種畜供給の重点化 B
△ （ア）　乳用牛 B
△ （イ）　肉用牛 B
△ （ウ）　鶏 B
△ （エ）　馬、めん羊及び山羊 B
□  イ　高度技術等の活用による家畜改良の実施 B
□  ウ　多様な家畜改良等の推進 B
◇ （２）飼料作物種苗の増殖業務 B
□  ア　飼料作物種苗の増殖業務 B
□  イ  役割分担の明確化 B
○ ２　業務運営の効率化及び組織体制の合理化 B
◇ （１）　業務運営の効率化 B
□  ア　家畜等の遺伝資源の活用 C
△ （ア）家畜遺伝資源の活用 C
△ （イ）飼料作物種苗遺伝資源の保存 B
□  イ　人材の活用 B
△ （ア）人事配置 B
△ （イ）組織の合理化・業務遂行の効率化 B
△ （ウ）人材の育成 B
□  ウ　土地・建物等の有効活用 B
□  エ  業務の進行管理 B
□  オ　業務の重複の防止 B
△ （ア）家畜改良増殖業務の重点化 B
△ （イ）飼料作物種苗増殖業務の重点化 B
△ （ウ）調査研究業務の重点化 B
◇ （２）　組織体制の合理化・強化 B
□  ア  組織体制整備 B
□  イ　要員の合理化 B
□  ウ  技術専門職員の人材育成 B
□  エ  飼養管理、飼料生産作業の外部化 B
◇ （３）　ガバナンスの強化・充実 B
□  ア  内部統制の強化 B
△ （ア）　効果的な統制環境の整備 10/10 B
△ （イ）　リスクの評価と迅速な対応 B
△ （ウ）　相互けん制機能が確保された統制活動 B
△ （エ）　情報と伝達 B
△ （オ）　モニタリングによる監視・評価・是正 B

（独）家畜改良センターの平成26年度に係る業務実績に関する項目別評価の分布

12/12

9/10
9/10

3/4

6/6

6/6

8/8

4/4
6/6

8/8

4/4

○／○の数字は、「下位の評価項目の評定結果を積上げた点数／独立行政法人家畜改良センターの業務実績の評定方法上の満点
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　　項　　目　　名
大
(◎)

中
(○)

小
(◇)

細
(□)

微
(△)

備　　　　考

□  イ　コンプライアンスの徹底 B
□  ウ　監査の強化 B
□  エ　情報開示体制の確立 B
□  オ　人事配置の適正化 B
□  カ　事業の内部審査及び評価 B
◇ （４）　リスク管理の強化 C
□  ア  防疫対策の徹底 C
□  イ  保有遺伝資源のリスク分散 B

□  ウ  種畜等の受託管理 －
評価すべき事象(都道府県等からの協力依頼）が発生しなかったため、評価対象項目
としなかった。

◇ （５）　情報セキュリティ対策の強化 B
□  ア  情報システムの適正管理、情報セキュリティの確保 B
□  イ  規則の周知及び対策の教育 B
□  ウ  事故・不祥事の再発防止 B
○ ３　経費の縮減及び自己収入の拡大 B
◇ （１）　一般管理費・人件費等の削減・見直し B
□  ア  一般管理費・業務経費 B
□  イ  財務分析 B
□  ウ  官民競争入札等の導入 B
□  エ  人件費 B
◇ （２）　契約の点検・見直し B
□  ア  経費の節減 B
□  イ  調査研究業務 B
□  ウ  法人契約 B
◇ （３）　自己収入の拡大 B
□  ア  自己収入の拡大 B
□  イ  監査の実施 B
◇ （４）　知的財産の管理 B

◎
第２　国民に対して提供するサービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

B

○ １　家畜改良及び飼養管理の改善 16/16 B
◇ （１）　乳用牛 17/18 B
□  ア  全国的な乳用牛の改良推進 25/24 B
□  イ　後代検定の推進 B
□  ウ　遺伝的能力の評価・公表 B
□  エ　総合指数 B
□  オ　評価手法の改善 B
□  カ　ジャージー種の遺伝的能力の評価・公表 B
□  キ　ブラウンスイス種の遺伝的能力評価 B
□  ク　優良な候補種雄牛等の生産・供給 B
□  ケ　SNP情報の活用 B
□  コ　泌乳持続性に優れる改良用雌牛の作出 B
□  サ　泌乳能力に優れる改良用雌牛の生産　 Ａ
□  シ　候補種雄牛の待機業務終了　 B

8/8

3/4

6/6

8/8

6/6

4/4
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　　項　　目　　名
大
(◎)

中
(○)

小
(◇)

細
(□)

微
(△)

備　　　　考

◇ （２）　肉用牛 B
□  ア　全国的な肉用牛の改良推進 20/20 B
□  イ　広域後代検定の推進 B
□  ウ　肉用牛枝肉情報全国データベースによる情報提供 B
□  エ　遺伝的能力の評価・公表 B
□  オ　評価手法の改善 B
□  カ　黒毛和種の多様性確保及び候補種雄牛等の生産・供給 B
□  キ　増体性に優れる黒毛和種候補種雄牛の生産 B

□
ク　黒毛和種における飼料利用性、早熟性等に関する検定手法の
開発 B

□  ケ　褐毛和種の多様性確保及び種畜の生産・供給 B
□  コ　日本短角種の多様性確保及び育種改良素材の生産・供給 B
◇ （３）　豚 B
□  ア　全国的な豚の改良推進 B
□  イ　遺伝的能力の評価の実施・公表 B
□  ウ　評価手法の改善 B
□  エ　雌系品種の繁殖性改良 B
□  オ　雄系品種の肉質改良 B
□  カ　実験用小型ブタの維持・供給 B
◇ （４）鶏 B
□  ア　全国的な国産鶏の改良推進 B
□  イ　種鶏開発の重点化 B
□  ウ　卵用鶏の産卵性改良 B
□  エ　卵用鶏の卵質改良 B
□  オ　肉用鶏の増体性改良 Ａ
□  カ　肉用鶏の羽装改良 B
□  キ　組合せ検定の実施 B
◇ （５）馬 B
□  ア　全国的な馬改良の推進　 B
□  イ　農用馬の飼養管理技術及び繁殖技術の向上　 B
□  ウ　家畜人工授精技術の普及 B
□  エ　農用馬の発育及び繁殖性の向上推進 B
□  オ　農用馬の能力評価方法の開発 B
□  カ　純粋種農用馬の生産・供給 B
□  キ　日本在来馬の保存支援 B
◇ （６）めん羊・山羊 B
□  ア　民間等への技術支援等 B
□  イ　繁殖技術及び飼養管理技術の向上 B
◇ （７）家畜の飼養管理の改善 B 24年度計画

□  ア　損耗率の低減、受胎率・育成率の向上 B
□  イ　生産コスト縮減 B
◇ （８）家畜伝染性疾病に対するリスク管理の強化 C
□  ア　防疫対策の徹底 C
□  イ　保有遺伝資源のリスク分散 B
◇ （９）家畜の遺伝資源の保存 B

4/4

3/4

14/14

4/4

12/12

15/14
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　　項　　目　　名
大
(◎)

中
(○)

小
(◇)

細
(□)

微
(△)

備　　　　考

○ ２　飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び供給 B
◇ （１）国内育成品種の種苗増殖 B
◇ （２）生産量の向上 B
◇ （３）飼料用稲種子の安定供給確保 B
◇ （４）地域適応性等の検定試験の実施 B
◇ （５）奨励品種選定試験結果等の情報提供 B
◇ （６）飼料作物の遺伝資源の保存 B
○ ３　飼料作物の種苗の検査 B
◇ （１）ＯＥＣＤ種子制度等に基づく検査及び証明 B
◇ （２）ＩＳＴＡ（国際種子検査協会）認定の維持 B
○ ４　調査研究 B
◇ （１）育種改良関連技術 B
□  ア　遺伝子解析情報を活用した育種手法 B
□  イ　食肉の食味に関する評価手法 B
◇ （２）繁殖関連技術 B
□  ア　優良な家畜の増殖の実現 B
△ （ア）肉用牛 B
△ （イ）豚 B
□  イ　肉用牛の受胎率向上 B
□  ウ 技術的支援の実施 B
◇ （３）飼養管理関連技術 B
□  ア　放牧関連技術の改善 B
□  イ　飼養管理技術に関する調査等の実施    B
□  ウ　給与方法の改善 B
○ ５　講習及び指導 B
◇ （１）　成果等の情報提供 B
◇ （２）　技術の普及指導 B
□  ア　家畜の飼養管理技術等の普及 B
□  イ　酪農ヘルパー、畜産環境保全のための研修 B
□  ウ  生産現場技術の研修 B
□  エ  免許取得講習会の開催 B
□  オ　中央畜産技術研修の実施 B
□  カ　個別研修の受入れ B
□  キ　講師の派遣   B
□  ク　研修施設の提供 B
◇ （３）　海外技術協力 B
□  ア　ネットワークの構築によるニーズの的確な把握 B
□  イ　専門家の派遣 B
□  ウ　研修員の受入れ B
□  エ  人材育成 B
○ ６　家畜改良増殖法に基づく検査等　 B
◇ （１）　種畜検査員の確保 B
◇ （２）　立入検査員の確保 B
◇ （３）　種畜検査の移管に係る協力・支援 B
◇ （４）　種苗法に基づく指定種苗の集取及び検査 B
◇ （５）　種苗法に基づく検査員の確保 B

◇ （６）　カルタヘナ法に基づく立入検査等 －
評価すべき事象(大臣による検査命令）が発生しなかったため、評価対象項目としな
かった。

◇ （７）　カルタヘナ法に基づく検査員の確保 B

12/12

12/12

4/4

4/4

6/6

16/16

8/8

6/6

6/6
4/4

6/6

4



　　項　　目　　名
大
(◎)

中
(○)

小
(◇)

細
(□)

微
(△)

備　　　　考

○
７　牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置
法に基づく事務 B

◇ （１） 事務の的確な実施 B
□  ア　牛個体識別台帳の作成及び記録　 B
□  イ　牛個体識別台帳の記録の保存 B
□  ウ  牛個体識別台帳の正確な記録の確保 B
□  エ  修正の申出の受理 B
□  オ　記録された事項の公表 B
□  カ  各種届出の受理 B
□  キ  個体識別番号の決定・通知 B
◇ （２）　牛個体識別システムの利便性向上 B
◇ （３）　牛個体識別情報の有効活用 B
◇ （４）　緊急検索体制の構築 B
◇ （５）　牛以外のトレーサビリティの導入支援 B
○ ８　センターの人材・資源を活用した外部支援 B
◇ （１）　口蹄疫等の家畜伝染病が発生した場合の緊急防疫対応 B

◇
（２）　自然災害、家畜伝染性疾病等が発生した場合の家畜、乾牧草等の支
援 B

◇ （３）　種畜等の受託管理 －
評価すべき事象(都道府県等からの協力依頼）が発生しなかったため、評価対象項目
としなかった。

◇ （４）　技術開発への協力 B
◇ （５）　委員会への協力 B

◎ 第３ 予算、収支計画及び資金計画 B

１

○ ２　財務内容の改善 B
３

○ ４　自己収入の確保 B
◇ （１）　外部資金の獲得 B
◇ （２）　自己収入の拡大 B
○ ５　経費の削減 B
○ ６　資産の管理 B
◇ （１）　土地・建物等の有効活用 B
◇ （２）　資産の貸付 B

○ ７　経理の適正化　 C

◎ 第４ 短期借入金の限度額 － 評価すべき事象(短期借入金）が発生しなかったため、評価対象項目としなかった。

◎ 第５ 重要な財産の処分等に関する計画 B

◎ 第 ６剰余金の使途 － 剰余金の使途に充てる積立金が発生しなかったため、評価対象項目としなかった。

14/14

8/8

9/10

4/4

4/4

10/10

5



　　項　　目　　名
大
(◎)

中
(○)

小
(◇)

細
(□)

微
(△)

備　　　　考

◎
第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事
項

B

○ １　施設・設備の整備に関する計画 B
○ ２　職員の人事等 B
◇ （１）　人材の確保 B
□  ア　センター業務を担う人材の確保 B
□  イ　積極的な人事交流 B
□  ウ  人材の育成 B
□  エ  要員の合理化 B
◇ （２）　人事配置 B
◇ （３）　人事管理 C
□  ア  人事評価の適正化 B
□  イ  経理の適正化 C
◇ （４）　研修の実施 B
□  ア  一般職の人材育成 B
□  イ  技術専門職の人材育成 B
○ ３　積立金の処分に関する事項 B

3/4

4/4

6/6

7/8
8/8

6



1 

 

独立行政法人家畜改良センターの平成 26年度に係る業務の実績に関する評価の項目別評定総括表（その１）           

中期計画（中期目標） 年度評価（※）  

項目別 

調 書 

頁 数 

 

備 考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価（※）  

項目別 

調 書 

頁 数 

 

備  考 

 

 平成

２３

年度 

平成

２４

年度 

平成 

２５ 

年度 

平成

２６

年度 

平成

２７

年度 

  平成

２３

年度 

平成

２４

年度 

平成 

２５ 

年度 

平成 

２６ 

年度 

平成 

２７ 

年度 

Ⅰ． 業務運営の効率化に関する事項   （２）組織体制の合理化・強化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２９  

 第１業務運営の効率化に関する目標を達

成するためにとるべき措置 
Ａ Ａ Ａ  Ｂ  １ 

   ア  組織体制整備 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ３０  

イ 要員の合理化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ３１  

１ 業務対象の重点化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２  ウ  技術専門職員の人材育成 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ３２  

（１）家畜の改良増殖業務の重点化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ３  エ  飼養管理、飼料生産作業の外部化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ３３  

ア 種畜供給の重点化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ４    （３） ガバナンスの強化・充実 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ３４  

（ア） 乳用牛 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ５    ア  内部統制の強化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ３５  

（イ） 肉用牛 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ６    （ア）効果的な統制環境の整備 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ３６  

（ウ） 鶏 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ７    （イ）リスクの評価と迅速な対応 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ３７  

 （エ）馬、めん羊及び山羊 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ８    
（ウ）相互けん制機能が確保された統制 

活動 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  ３８ 

 

イ 高度技術等の活用による家畜改良の

実施 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  ９ 

   

ウ 多彩な家畜改良等の推進 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １０ 
 

 

  （エ）情報と伝達 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ３９  

（オ）モニタリングによる監視・評価・ 

是正 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  ４０ 

 

（２）飼料作物種苗の増殖業務 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １１  

ア 飼料作物種苗の増殖業務 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １２  イ コンプライアンスの徹底 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ４１  

イ  役割分担の明確化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １３  ウ 監査の強化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ４２  

 ２ 業務運営の効率化及び組織体制の合

理化 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  １４ 

   
エ 情報開示体制の確立 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ４３ 

 

 
（１） 業務運営の効率化 

 

Ａ 

 

Ａ 

 

Ａ 

 

Ｂ 

 

 

 

１５ 

 

 

  オ 人事配置の適正化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ４４  

 カ 事業の内部審査及び評価 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ４５   

ア 家畜等の遺伝資源の活用 Ａ Ａ Ａ Ｃ  １６    （４） リスク管理の強化 Ａ Ａ Ａ Ｃ  ４６  

（ア）家畜遺伝資源の活用 Ａ Ａ Ａ Ｃ  １７  ア  防疫対策の徹底 Ａ Ａ Ａ Ｃ  ４７  

（イ）飼料作物種苗遺伝資源の保存 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １８    イ  保有遺伝資源のリスク分散 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ４８  

イ 人材の活用  Ａ Ａ Ａ Ｂ  １９    ウ  種畜等の受託管理 Ａ － － －  ４９  

 （ア）人事配置 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２０    （５） 情報セキュリティ対策の強化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ５０  

 （イ）組織の合理化・業務遂行の効率化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２１    ア  情報システムの適正管理、情報セキ 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  ５１ 

 

 （ウ）人材の育成 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２２    ュリティの確保 

ウ 土地・建物等の有効活用 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２３    イ  規則の周知及び対策の教育 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ５２  

エ  業務の進行管理 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２４  ウ  事故・不祥事の再発防止 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ５３  

オ 業務の重複の防止 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２５    ３ 経費の縮減及び自己収入の拡大 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ５４  

（ア）家畜改良増殖業務増殖業務の重点

化 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２６ 

  （１）一般管理費・人件費等の削減・見直

し 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  ５５ 

 

（イ）飼料作物種苗増殖業務の重点化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２７    ア  一般管理費・業務経費 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ５６  

（ウ）調査研究業務の重点化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２８  イ  財務分析 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ５７  

※平成２５年度までの評価にあっては、農林水産省独立行政法人評価委員会の評価結果であり、Ａ評定が標準。平成２６年度の評価にあっては、主務大臣の評価結果であり、Ｂ評定が標準。 



2 

 

   独立行政法人家畜改良センターの平成 26年度に係る業務の実績に関する評価の項目別評定総括表（その２） 

中期計画（中期目標） 年度評価（※）  

項目別 

調 書 

頁 数 

 

備 考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価（※）  

項目別 

調 書 

頁 数 

 

備  考 

 

 平成

２３

年度 

平成

２４

年度 

平成 

２５

年度 

平成

２６

年度 

平成

２７

年度 

  平成

２３

年度 

平成

２４

年度 

平成 

２５ 

年度 

平成 

２６ 

年度 

平成 

２７ 

年度 

Ⅰ． 業務運営の効率化に関する事項(続き)   コ 泌乳持続性に優れる改良用雌牛の作

出 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  ８０ 

 

  ウ  官民競争入札等の導入 Ａ Ａ  Ａ Ｂ  ５８  

 

 
サ 泌乳能力に優れる改良用雌牛の生産  Ａ Ａ Ａ Ａ  ８１ 

 

 エ  人件費 Ａ Ａ  Ａ Ｂ  ５９  

（２） 契約の点検・見直し Ａ Ａ  Ａ Ｂ  ６０  シ 候補種雄牛の待機業務終了  Ａ Ａ Ａ Ｂ  ８２  

 ア  経費の節減 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ６１  （２） 肉用牛 Ａ  Ａ Ａ Ｂ  ８３  

 イ  調査研究業務 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ６２    ア 全国的な肉用牛の改良推進 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ８４  

 ウ  法人契約 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ６３ 

   イ 広域後代検定の推進 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ８５  

ウ 肉用牛枝肉情報全国データベースに

よる情報提供 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  ８６ 

 

（３） 自己収入の拡大 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ６４    エ 遺伝的能力の評価・公表 Ａ  Ａ  Ａ  Ｂ  ８７  

 ア  自己収入の拡大 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ６５    オ 評価手法の改善 Ａ  Ａ  Ａ  Ｂ  ８８  

  イ  監査の実施 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ６６    カ 黒毛和種の多様性確保及び候補種雄

牛等の生産・供給 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  ８９ 

 

（４） 知的財産の管理 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ６７    

Ⅱ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項   キ 増体性に優れる黒毛和種候補種雄牛

の生産 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  ９０ 

        

 第２ 国民に対して提供するサービスその

他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置 
Ａ Ａ  Ａ Ｂ  ６８  

 

 

ク 黒毛和種における飼料利用性、早熟性

等に関する検定手法の開発 Ａ Ａ Ａ  Ｂ  ９１ 
 

 
１ 家畜改良及び飼養管理の改善 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ６９  

ケ 褐毛和種の多様性確保及び種畜の生

産・供給 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  ９２ 

 

 （１） 乳用牛 

 ア  全国的な乳用牛の改良推進 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ｂ 

Ｂ 
 

７０ 

７１ 
 

  コ 日本短角種の多様性確保及び育種改

良素材の生産・供給 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  ９３ 

 

    

 イ 後代検定の推進 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ７２    （３） 豚 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ９４  

 ウ 遺伝的能力の評価・公表 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ７３     ア 全国的な豚の改良推進 Ａ  Ａ Ａ Ｂ  ９５  

 エ 総合指数 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ７４     イ 遺伝的能力の評価の実施・公表 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ９６  

  オ 評価手法の改善 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ７５     ウ 評価手法の改善 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ９７  

  カ ジャージー種の遺伝的能力の評価・ 

公表 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  ７６  

   エ 雌系品種の繁殖性改良 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ９８  

 オ 雄系品種の肉質改良 Ａ  Ａ Ａ Ｂ  ９９  

 
 キ ブラウンスイス種の遺伝的能力評価 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ７７  

   カ 実験用小型ブタの維持・供給 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １００   

（４）鶏 Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １０１  

 ク 優良な候補種雄牛等の生産・供給  Ａ Ａ Ａ Ｂ  ７８  
   ア 全国的な国産鶏の改良推進 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １０２  

 イ 種鶏開発の重点化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １０３  

 ケ SNP 情報の活用 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ７９     ウ 卵用鶏の産卵性改良 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １０４  

※平成２５年度までの評価にあっては、農林水産省独立行政法人評価委員会の評価結果であり、Ａ評定が標準。平成２６年度の評価にあっては、主務大臣の評価結果であり、Ｂ評定が標準。 

  



3 

 

独立行政法人家畜改良センターの平成 26年度に係る業務の実績に関する評価の項目別評定総括表（その３） 

中期計画（中期目標） 年度評価（※）  

項目別 

調 書 

頁 数 

 

備  考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価  

項目別

調 書 

頁 数 

 

備 考 

  

 平成

２３

年度 

平成

２４

年度 

平成 

２５

年度 

平成

２６

年度 

平成

２７

年度 

  平成

２３

年度 

平成

２４

年度 

平成 

２５ 

年度 

平成 

２６ 

年度 

平成 

２７ 

年度 

Ⅱ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項(つづき)   （５）奨励品種選定試験結果等の情報提 
Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １３２    エ 卵用鶏の卵質改良  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １０５    供 

 オ 肉用鶏の増体性改良 Ａ Ａ Ａ Ａ  １０６  （６）飼料作物の遺伝資源の保存 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １３３  

 カ 肉用鶏の羽装改良 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １０７  ３ 飼料作物の種苗の検査  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １３４  

 キ 組合せ検定の実施 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １０８  （１）ＯＥＣＤ種子制度等に基づく検 

査及び証明 
 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １３５ 

 

（５）馬 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １０９  

 ア 全国的な馬改良の推進   Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １１０  （２）ＩＳＴＡ（国際種子検査協会）認定

の維持 
 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １３６ 

 

 イ 農用馬の飼養管理技術及び繁殖技術

の向上  
Ａ Ａ Ａ Ｂ  １１１ 

 

４ 調査研究  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １３７  

 ウ 家畜人工授精技術の普及 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １１２    （１）育種改良関連技術  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １３８  

 エ 農用馬の発育及び繁殖性の向上推進  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １１３   ア 遺伝子解析情報を活用した育種手法  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １３９  

 オ 農用馬の能力評価方法の開発 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １１４  イ 食肉の食味に関する評価手法  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １４０  

 カ 純粋種農用馬の生産・供給 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １１５    （２）繁殖関連技術  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １４１  

 キ 日本在来馬の保存支援  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １１６    ア 優良な家畜の増殖の実現 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １４２  

（６）めん羊・山羊  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １１７    （ア）肉用牛 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １４３  

  ア 民間等への技術支援等 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １１８    （イ）豚 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １４４  

イ 繁殖技術及び飼養管理技術の向上  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １１９     イ 肉用牛の受胎率向上 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １４５  

（７）家畜の飼養管理の改善  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １２０     ウ 技術的支援の実施 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １４６  

  ア 損耗率の低減、受胎率・育成率の向

上 
 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １２１ 

   （３）飼養管理関連技術 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １４７  

 ア 放牧関連技術の改善 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １４８  

 イ 生産コスト縮減  Ａ  Ａ  Ａ  Ｂ  １２２     イ 飼養管理技術に関する調査等の 

実施     

Ａ 

 

Ａ 

 

Ａ 

 

Ｂ 

 

 

 

１４９ 

 

 

（８）家畜伝染性疾病に対するリスク管理

の強化 
 Ａ Ａ Ａ Ｃ  １２３ 

 

 ウ 給与方法の改善 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １５０  

 ア 防疫対策の徹底  Ａ Ａ Ａ Ｃ  １２４    ５ 講習及び指導 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １５１  

  イ 保有遺伝資源のリスク分散 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １２５    （１） 成果等の情報提供 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １５２  

（９）家畜の遺伝資源の保存  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １２６  （２） 技術の普及指導 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １５３  

 ２ 飼料作物の増殖に必要な種苗の生産

及び供給 
 Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １２７ 

 ア 家畜の飼養管理技術等の普及 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １５４  

イ 酪農ヘルパー、畜産環境保全のため

の研修 
 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １５５ 

 

（１）国内育成品種の種苗増殖  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １２８    

（２）生産量の向上  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １２９     ウ  生産現場技術の研修 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １５６  

（３）飼料用稲種子の安定供給確保  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １３０     エ  免許取得講習会の開催 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １５７  

 
（４）地域適応性等の検定試験の実施  Ａ  Ａ Ａ Ｂ  １３１ 

    オ 中央畜産技術研修の実施 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １５８  

  カ 個別研修の受入れ Ａ Ａ Ａ Ｂ  １５９  

※平成２５年度までの評価にあっては、農林水産省独立行政法人評価委員会の評価結果であり、Ａ評定が標準。平成２６年度の評価にあっては、主務大臣の評価結果であり、Ｂ評定が標準。 

  



4 

 

独立行政法人家畜改良センターの平成 26年度に係る業務の実績に関する評価の項目別評定総括表（その４）                  

中期計画（中期目標） 年度評価（※）  

項目別 

調 書 

頁 数 

 

備  考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価（※）  

項目別 

調  書 

頁 数 

 

備 考 

 

 平成

２３

年度 

平成

２４

年度 

平成 

２５

年度 

平成

２６

年度 

平成

２７

年度 

  平成

２３

年度 

平成

２４

年度 

平成 

２５ 

年度 

平成 

２６ 

年度 

平成 

２７ 

年度 

Ⅱ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項(つづき)   （５）牛以外のトレーサビリティの導入 

支援 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  １８７ 

 

  キ 講師の派遣    Ａ Ａ Ａ Ｂ  １６０    ８ センターの人材・資源を活用した 

外部支援 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  １８８  

 ク 研修施設の提供 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １６１  

（３）海外技術協力 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １６２  （１）口蹄疫等の家畜伝染病が発生 

した場合の緊急防疫対応 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  １８９ 

 

 
ア ネットワークの構築によるニーズの

的確な把握 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  １６３ 

 

（２）自然災害、家畜伝染性疾病等が発生

した場合の家畜、乾牧草等の支援 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  １９０ 

 

 

イ 専門家の派遣 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １６４  （３）種畜等の受託管理 Ａ － － －  １９１  

ウ 研修員の受入れ Ａ Ａ Ａ Ｂ  １６５  （４）技術開発への協力 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １９２  

エ  人材育成 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １６６   （５）委員会への協力 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １９３  

６ 家畜改良増殖法に基づく検査等  Ａ Ａ Ａ Ｂ  １６７  Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

（１）種畜検査員の確保 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １６８   第３予算、収支計画及び資金計画 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １９４  

（２）立入検査員の確保 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １６９   １～３ 財務内容の改善 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １９５  

（３）種畜検査の移管に係る協力・支援 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １７０    ４ 自己収入の確保 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １９６  

(４）種苗法に基づく指定種苗の集取 

及び検査 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １７１ 
  

 
（１） 外部資金の獲得 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １９７  

（２） 自己収入の拡大 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １９８  

(５) 種苗法に基づく検査員の確保 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １７２  ５ 経費の削減 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １９９  

 (６）カルタヘナ法に基づく立入検査等 － － － －  １７３    ６ 資産の管理 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２００  

(７）カルタヘナ法に基づく検査員の確保 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １７４  （１） 土地・建物等の有効活用 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２０１  

７ 牛の個体識別のための情報の管理及び

伝達に関する特別措置法に基づく事務  
Ａ Ａ Ａ Ｂ  １７５  

  （２） 資産の貸付 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２０２  

７ 経理の適正化  Ａ Ａ Ａ Ｃ  ２０３  

（１） 事務の的確な実施 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １７６    第４ 短期借入金の限度額 － － － －  ２０４  

 ア 牛個体識別台帳の作成及び記録 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １７７    第５ 重要な財産処分等に関する計画 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２０５  

イ 牛個体識別台帳の記録の保存 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １７８  第６ 剰余金の使途 － － － －  ２０６  

ウ 牛個体識別台帳の正確な記録の 

確保 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  １７９ 

  Ⅳ．その他の事項 

   第７ その他農林水産省令で定め 

られる業務運営に関する事項 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２０７ 

 

 エ  修正の申出の受理 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １８０  

オ 記録された事項の公表 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １８１  １ 施設・設備の整備に関する計画 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２０８  

カ  各種届出の受理 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １８２  ２ 職員の人事等 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２０９  

キ  個体識別番号の決定・通知 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １８３  （１） 人材の確保 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２１０  

（２）牛個体識別システムの利便性向上 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １８４  ア センター業務を担う人材の確保 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２１１  

 （３）牛個体識別情報の有効活用 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １８５  イ 積極的な人事交流 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２１２  

 （４）緊急検索体制の構築 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １８６  ウ  人材の育成 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２１３  

※平成２５年度までの評価にあっては、農林水産省独立行政法人評価委員会の評価結果であり、Ａ評定が標準。平成２６年度の評価にあっては、主務大臣の評価結果であり、Ｂ評定が標準。 
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独立行政法人家畜改良センターの平成 26年度に係る業務の実績に関する評価の項目別評定総括表（その５）   

中期計画（中期目標） 年度評価（※）  

項目別 

調 書 

頁 数 

 

備  考 

 

 平成

２３

年度 

平成

２４

年度 

平成 

２５

年度 

平成

２６

年度 

平成

２７

年度 

Ⅳ．その他の事項(つづき) 

 エ  要員の合理化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２１４  

（２）人事配置 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２１５  

（３）人事管理 Ａ Ａ Ａ Ｃ  ２１６  

ア  人事評価の適正化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２１７  

イ  経理の適正化 Ａ Ａ Ａ Ｃ  ２１８  

 （４）研修の実施 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２１９  

 ア 一般職の人材育成 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２２０  

 イ 技術専門職の人材育成 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２２１  

 ３ 積立金の処分に関する事項 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２２２  

※平成２５年度までの評価にあっては、農林水産省独立行政法人評価委員会の評価結果であり、Ａ評定が標準。平成２６年度の評価にあっては、主務大臣の評価結果であり、Ｂ評定が標準。 
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